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平成２５年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置状況  

 
 

 選定した特定の事件（監査テーマ）  

「保健福祉部における財務事務の執行及び事業の管理について」  
 

 
監 査 の 結 果 等 （ 要 約 ）  

 

 
措置状況  

 

第２ 保健福祉部に対する監査の指摘事項及び意見 
１  補助金、負担金及び交付金に関する事項   

(1) 補助金等のあり方や算定方法の見直しに関する事項 

ア  岡山県福祉事業団育成強化費補助金                               
 
ａ  補助金削減の取組と総合福祉会館の有効利
用について            （意見）  

 
事 業 団 で は 、 総 合 福 祉 会 館 に 入 居 し て い

る 福 祉 関 係 団 体 等 に 対 し て は 、 無 償 で 貸 与
し 、 共 用 部 分 に 係 る 光 熱 水 費 や エ レ ベ ー タ
ー の メ ン テ ナ ン ス 費 用 な ど の 共 益 費 の み を
徴 収 し て い る 。 そ の 他 に お い て も 、 警 備 保
障 委 託 費 、 修 繕 費 等 、 共 益 費 と し て 徴 収 す
べ き も の は 徴 収 す る こ と の ほ か 、 大 ホ ー ル
及 び 会 議 室 等 の 積 極 的 な 利 用 促 進 が 必 要 と
考 え る 。 ま た 、 空 室 と な っ て い る 6 階 の
201.25㎡ に つ い て は 、 県 民 の 総 合 的 な 福 祉
を 推 進 す る 総 合 福 祉 会 館 の 設 置 目 的 を 踏 ま
え つ つ 、 有 効 利 用 を 考 え る 必 要 が あ る 。 こ
れ に よ り 、 結 果 的 に 県 財 政 が 厳 し い 状 況 下
に お い て 補 助 金 （ 平 成 24年 度 ： 11百 万 円 ）
の削減にも寄与するものと考える。  

 
 
 
 

小 規 模 な 修 繕 に つ い て は 、 既 に
共 益 費 と し て 徴 収 し て お り 、 警 備
保 障 費 も 含 め る こ と に つ い て は 、
今 後 、 空 き ス ペ ー ス の 利 用 拡 大 を
図 る 視 点 も 含 め 、 適 切 な 管 理 に 努
める。  

会 館 の 有 効 活 用 に つ い て は 、 Ｈ
Ｐ な ど を 通 じ て Ｐ Ｒ に 努 め 、 大 ホ
ー ル や 会 議 室 の 稼 働 率 の 向 上 を 図
る と と も に 、 事 務 所 の 空 き ス ペ ー
ス は 、 4月 以 降 新 た に 2団 体 が 入 居
し た と こ ろ で あ り 、 引 き 続 き 入 居
団体の確保に努めたい。  
 

イ  戦没者遺族団体活性化対策事業費補助金  

 
ａ  戦没者遺族団体活性化対策事業費補助金の

今後の交付のあり方について    （意見）  
 

当 該 補 助 金 は 、 「 戦 没 者 遺 族 団 体 活 性 化
対 策 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 」 に 基 づ き 、 戦
没 者 遺 族 団 体 の 活 性 化 の 推 進 や 戦 没 者 遺 族
の 処 遇 の 向 上 を 図 る た め 、 遺 族 連 盟 が 行 う
事業に対し、予算の範囲内（平成 24 年度の
補助限度額は合計 11 百万円）において補助
金を交付している。  

県 は 、 今 後 も 支 援 を 行 う と し て も 、 遺 族
連 盟 の 自 助 努 力 に よ る 法 人 運 営 上 の 財 源 の
確 保 を し た 上 で 、 補 助 対 象 経 費 の 範 囲 に つ
い て は 適 切 に 定 め る た め に 、 現 在 、 補 助 金
の 交 付 対 象 と な っ て い る 事 業 内 容 に つ い
て 、 県 と し て 、 要 綱 の 改 正 も 視 野 に 入 れ 、
今 後 も 補 助 の 対 象 と す べ き か ど う か を 検 討
する必要があるものと考える。  

ま た 、 県 と 遺 族 連 盟 と の 協 議 に よ り 、 事

 
 
 
 

23 千 名 の 会 員 を 擁す る 岡 山 県 遺
族 連 盟 は 、 戦 没 者 遺 族 を 組 織 的 に
援 護 で き る 唯 一 の 県 内 団 体 で あ
り 、 戦 没 者 遺 族 団 体 を 通 じ て 、 行
政 で は 成 し 得 な い 細 や か な 援 護 事
業がなされていると考えている。  

当該補助金は、平成 25 年度の一
般 財 団 法 人 へ の 移 行 に 伴 い 、 補 助
要 綱 を 改 正 し 、 こ れ ま で の 定 額 的
な 取 扱 い を 改 め 、 補 助 メ ニ ュ ー 事
業 の 限 度 額 を 廃 止 し た と こ ろ で あ
る。  

ま た 、 遺 族 連 盟 と 協 議 し 、 期 待
す る 取 り 組 み 内 容 を 明 確 に す る と
と も に 、 適 切 な 自 助 努 力 の も と 研
修 会 等 の 行 事 参 加 者 か ら 一 部 負 担
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業 の 公 益 性 や 県 の 施 策 を 踏 ま え て 遺 族 連 盟
に 対 し て 期 待 す る 取 組 内 容 な ど を 明 確 に
し 、 補 助 金 交 付 の 効 果 が 図 ら れ る よ う 留 意
されたい。  

さ ら に 、 当 該 補 助 金 の あ り 方 な ど に つ い
て は 、 適 宜 議 論 さ れ て き て い る も の と 考 え
る が 、 そ の 趣 旨 を 達 成 し て い る か に つ い
て 、 適 切 な 評 価 を 行 い 、 県 民 の 理 解 が 得 ら
れ る よ う 、 交 付 の 継 続 に つ い て 決 定 さ れ た
い。  

金 を 徴 す る な ど 、 最 大 限 の 事 業 効
果 が あ が る よ う に す る と と も に 、
適 切 な 自 助 努 力 を 求 め 、 今 後 と も
事 業 の 公 益 性 、 透 明 性 を 確 保 し 、
補 助 金 執 行 の 適 正 化 を 図 っ て い き
たい。  

ウ  救命救急センター運営費補助金                                
 

ａ  救 命救 急セ ンター 運営 費補 助金 の交付 につ
いて               （意見）  

 
当 該 補 助 金 は 、 初 期 救 急 医 療 施 設 、 第 2

次 救 急 医 療 施 設 及 び 救 急 患 者 の 搬 送 機 関 と
の 円 滑 な 連 携 体 制 の も と に 、 救 命 救 急 セ ン
タ ー の 指 定 病 院 の 開 設 者 が 整 備 、 運 営 す る
救 命 救 急 セ ン タ ー の 運 営 事 業 に 対 し て 予 算
の 範 囲 内 に お い て 補 助 金 を 交 付 す る も の で
あり、平成 24 年度においては 3 指定病院に
対し、 309 百万円が交付されていた。  

しかしながら、岡山大学病院は平成 24 年
度 に 救 命 救 急 セ ン タ ー の 指 定 病 院 と な っ て
い る が 、 補 助 金 の 交 付 申 請 が な さ れ て お ら
ず 、 ま た 、 新 た に 救 命 救 急 セ ン タ ー の 指 定
を 受 け た 倉 敷 中 央 病 院 に お い て も 、 補 助 金
の交付申請をしないことになっている。  

国 の 補 助 金 は 削 減 傾 向 に あ り 、 県 の 財 政
状 況 も 厳 し く な る 中 、 現 在 補 助 金 の 申 請 を
している 3 病院についても、より自助努力
を 促 し 、 当 該 補 助 金 に つ い て の よ り 一 層 の
削減について検討すべきであると考える。  

 
 
 
 

平 成 25年 度 は 229百 万 円 を 交 付
し 、 ま た 平 成 26年 度 は 192百 万 円
を 交 付 す る 予 定 と し て お り 、 平 成
24年 度 に 比 べ 、 そ れ ぞ れ 80百 万 円
と 116百 万 円 を 削 減 し て い る と こ
ろである。  
 

エ  ドクターヘリ導入促進事業運営費補助金                                
 
ａ  出動経費の応分負担について（意見）  

 
当 該 補 助 金 は 、 川 崎 医 大 が 高 度 救 命 救 急

セ ン タ ー に お い て 実 施 す る ド ク タ ー ヘ リ 導
入 促 進 事 業 に 対 し て 交 付 さ れ る も の で あ
り、平成 24 年度では 211 百万円が交付され
て い た 。 こ の ド ク タ ー ヘ リ の 運 航 エ リ ア は
原則 30 分以内に救急患者の収容が可能な圏
域 と し 、 他 県 か ら も 要 請 が あ れ ば 出 動 し て
いる。  

現 状 、 他 県 よ り 県 内 に 出 動 し て も ら う こ
と は な く 、 県 が 他 県 か ら 要 請 を 受 け る の み
で あ る が 、 他 県 か ら の 要 請 に 基 づ く 出 動 に
関 し て 経 費 負 担 は 求 め て お ら ず 、 ま た 、 協
定 書 に お い て も 他 県 へ の 出 動 の 場 合 、 出 動
す る 側 の 負 担 と な っ て い る 。 今 後 に つ い て
は 他 県 か ら の 要 請 件 数 の 推 移 等 の 実 態 を 踏
ま え 、 応 分 の 負 担 を 求 め る こ と に つ い て も
適宜検討する必要があるものと考える。  

 
 
 

平成 26 年 2 月、 7 月、 10 月に開
催 し た 地 域 医 療 確 保 対 策 部 会 で 協
議 し 、 以 下 の と お り 合 意 し た 。 な
お、このことは 10 月 20 日開催の
中 国 地 方 知 事 会 に 諮 ら れ 、 了 承 さ
れた。  

 
（了承事項）  
・ ド ク タ ー ヘ リ を 要 請 し た 県 が 、

ド ク タ ー ヘ リ を 運 航 し た 県 に 対
し、負担金を支払う。  

・ 費 用 負 担 は 、 平 成 27年 4月 分 の
出動から適用する。  

 

カ  ともしび会運営費補助金  
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ａ  補 助実 績の 確認及 び定 額補 助の 必要性 につ

いて               （意見）  
 

当 該 補 助 金 は 、 遺 体 献 体 に 関 す る 普 及 活
動 を 支 援 す る こ と に よ り 、 医 学 の 発 展 と 充
実 に 寄 与 す る も の と し て 、 と も し び 会 に 対
して交 付され る定 額 の補助 金（ 10 万円 ）で
ある。  

検 査 確 認 は 、 と も し び 会 よ り 収 支 報 告 書
が 提 出 さ れ て い た が 、 収 支 計 算 書 を 検 討 し
て も 、 当 該 補 助 金 が ど の 経 費 に 充 て ら れ た
の か 判 断 で き な い 状 況 に な っ て い た 。 検 査
確 認 を 適 切 に 実 施 す る た め 、 補 助 金 の 使 途
が 明 確 に な る 実 績 報 告 の 提 出 を 求 め 、 十 分
な 検 査 確 認 の 手 続 を 実 施 す べ き で あ る 。 ま
た 、 支 給 が 既 得 権 益 化 し て い な い か 十 分 検
討 の 上 、 支 給 の 継 続 の 是 非 を 検 討 す る 必 要
がある。  

 
 
 
 

平 成 25年 度 か ら 補 助 金 が ど の 経
費 に 充 て ら れ た の か 分 か る よ う 収
支 報 告 書 へ 補 助 金 の 使 途 を 明 記 す
る よ う 求 め 、 必 要 に 応 じ 補 助 事 業
に 充 て た 印 刷 物 の 提 出 を 求 め る な
ど 、 十 分 な 検 査 確 認 を 行 う よ う 改
めた。  

ま た 、 事 業 実 施 に 当 た っ て は 、
補 助 金 交 付 の 必 要 性 に つ い て 毎 年
検討を行った上で交付を行う。  

キ  公衆浴場経営安定補助金                              
 
ａ  補助金の見直しについて（意見）  

 
当 該 補 助 金 は 、 公 衆 衛 生 の 向 上 と 公 衆 浴

場 の 経 営 の 安 定 化 を 図 る た め 、 政 令 指 定 都
市 で あ る 岡 山 市 を 除 く 市 町 村 が 公 衆 浴 場 営
業 者 に 決 め ら れ た 作 り 湯 に 必 要 な 経 費 と し
て 交 付 す る 補 助 金 に 対 し 、 市 町 村 に 補 助 す
るものであり、平成 24 年度は 330 万円の交
付となっていた。  

今 後 に つ い て は 、 県 の 財 政 事 情 を 踏 ま
え 、 浴 場 設 置 者 の 赤 字 部 分 の 上 限 を 決 め て
そ の 一 部 を 補 填 す る 等 の 補 助 額 算 定 方 法 を
検 討 し 、 補 助 金 の 適 切 な 交 付 方 法 を 検 討 す
べきである。  

 
 
 

公衆浴 場法（ 昭和 23年法律 第 13
9号 ） に 基 づ く 一 般 公 衆 浴 場 は 、
地域住 民の 日常 生活 におい て保健
衛生上 必要 なも のと して利 用され
る施設 （い わゆ る「 銭湯」 ）で、
物 価 統 制 令 （ 昭 和 21年 勅 令 第 11 8
号）に より 入浴 料金 の上限 額が統
制され てお り、 経営 状態に 応じて
自らが 入浴 料金 を設 定する ことは
できない。  

公 衆 浴 場 の 確 保 の た め の 特 別 措
置 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 56年 法 律 68
号 ） に お い て 「 銭 湯 の 経 営 の 安 定
を 図 り 、 地 域 住 民 の 入 浴 の 機 会 の
確 保 を 図 る こ と は 、 地 方 公 共 団 体
の 責 務 」 と さ れ て お り 、 当 該 補 助
金 は そ の 趣 旨 に 沿 っ て 措 置 し て い
るものである。  

赤字 補填 によ る 補助 額算 定方法
は、経 営努 力を すれ ばする ほど補
助金が 削ら れる こと となり 経営合
理化の 足か せと なる 恐れが ある。
また、 燃料 代の 高騰 や利用 者数減
少の影 響な ども 見極 める必 要があ
ると考 えて おり 、当 面、現 在の方
法を継続していきたい。  

ク  公衆浴場設備改善補助金  

  
ａ  補助金の見直しについて（意見）  

 
当 該 補 助 金 は 、 公 衆 衛 生 の 向 上 と 公 衆 浴

場 の 経 営 の 安 定 化 を 図 る た め 、 政 令 指 定 都
市 で あ る 岡 山 市 を 除 く 市 町 村 が 公 衆 浴 場 営
業 者 に 対 し 設 備 の 改 善 等 に 要 す る 経 費 に つ

 
 
 

当 該 補 助 金 は 平 成 19年 度 に 補 助
基 本 額 の 上 限 を 減 額 す る と と も に
下 限 を 設 け 、 補 助 対 象 を 絞 っ た と
こ ろ で あ り 、 近 年 の 経 済 物 価 動 向
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い て 交 付 す る 補 助 金 に つ い て 、 市 町 村 に 補
助するものであり、平成 24 年度は 63 万円
の交付となっていた。  

今 後 に つ い て は 、 キ と 同 じ く 、 補 助 の 上
限 額 を 見 直 す な ど し て 、 補 助 金 の 適 切 な 交
付方法を検討すべきである。  

や 利 用 者 数 の 減 少 に よ り 、 現 状 で
の見直しは難しいと考える。  

 

ケ  医療費適正化推進事業補助金                              
 

ａ  補助金のあり方について（意見）  
 

当 該 補 助 金 は 、 岡 山 県 後 期 高 齢 者 医 療 広
域 連 合 に お い て 、 レ セ プ ト の 点 検 の 実 施 体
制 を 充 実 す る こ と で 、 医 療 費 の 適 正 化 を 図
る こ と を 目 的 と し て 、 レ セ プ ト 点 検 員 に か
か る 報 酬 及 び 共 済 費 を 補 助 対 象 経 費 と し て
おり、平成 24 年度は 160 万円の交付となっ
ていた。  

当 該 補 助 対 象 の レ セ プ ト 点 検 は 、 岡 山 県
後 期 高 齢 者 医 療 連 合 が 行 う 制 度 運 営 上 の 基
本的業務である。平成 24 年度を含む 3 年間
の補助額は約 160 万円と同水準で推移して
お り 、 補 助 の 趣 旨 、 目 的 を 明 確 に し た 上
で 、 補 助 効 果 の 測 定 を 行 う な ど に よ り 、 補
助 事 業 の 実 施 効 果 が 確 実 に 確 保 さ れ る よ う
検討すべきである。  

 
 
 

レ セ プ ト 点 検 は 、 岡 山 県 後 期 高
齢 者 医 療 広 域 連 合 の 本 来 業 務 の 一
つ で あ る が 、 レ セ プ ト 点 検 専 門 員
を 配 置 す る こ と に よ り 、 医 療 費 の
さ ら な る 適 正 化 が 期 待 で き る こ と
な ど か ら 、 県 と し て 補 助 を 行 っ て
いるところである。  

な お 、 平 成 26年 度 か ら 補 助 金 交
付 要 綱 を 改 正 し 、 補 助 事 業 に 係 る
県 へ の 随 時 報 告 義 務 等 を 追 加 す る
こ と に よ り 、 業 務 の 実 施 状 況 の 把
握 を 強 化 し 、 必 要 な 助 言 ・ 指 導 を
行うこととした。  

今 後 と も 、 補 助 事 業 の 効 果 の 確
保 に 一 層 努 め 、 後 期 高 齢 者 医 療 費
の適正化を図っていきたい。  

サ  社会福祉協議会育成強化費                            

 
ａ  岡山県社会福祉協議会に対する経費負担

のあり方について        （意見）  
 

社 会 福 祉 協 議 会 育 成 強 化 費 は 、 県 が 協 議
会に対する負担金として、昭和 49 年度から
毎 年 度 伺 定 め に よ り 交 付 し て い る も の で 、
平成 24 年度には 27 百万円が交付されてい
た。  

協 議 会 の 財 務 内 容 を 確 認 し た と こ ろ 、 平
成 24 年度においては、運用資金積立預金の
積 立 て を し て い な か っ た と す れ ば 、 育 成 強
化費の交付がなくても、収支は 12 百万円の
黒字となっていた。平成 21 年度より現在ま
で 、 毎 年 同 額 の 負 担 額 と な っ て お り 、 協 議
会 に 対 す る 経 費 負 担 の あ り 方 に つ い て 検 討
の 上 、 交 付 金 額 の 妥 当 性 に つ い て 透 明 性 を
確保する必要があると考える。  

 
 
 
 

当 該 法 人 に 対 す る 負 担 金 の 支 出
は 、 社 会 福 祉 法 に 基 づ き 広 域 的 な
見 地 か ら 地 域 福 祉 を 推 進 す る 同 法
人 の 事 業 活 動 を 県 と し て 支 援 す る
ため必要なものと考えている。  

交 付 金 額 に つ い て は 、 毎 年 度 の
決 算 状 況 を 示 す 財 務 諸 表 の 公 表 に
よ り 、 引 き 続 き 透 明 性 を 確 保 す る
と と も に 、 県 と し て も 今 後 も 検 証
に努めたい。  

 

シ  ダム管理費県負担金   

 
ａ  水道水源に係る企業団が確保すべき更新費

用について            （意見）  
 

県 で は 、 岡 山 県 広 域 水 道 企 業 団 及 び 関 係
地 方 公 共 団 体 と の 協 議 書 に 基 づ き 、 岡 山 県
広 域 水 道 企 業 団 に 対 し て 、 苫 田 ダ ム に 係 る
事業費に関して、ダム管理費負担金 39 百万
円、所在市町村交付金負担金 54 百万円、ダ
ム使用権減価償却費負担金 228 百万円の計

 
 
 
 

苫 田 ダ ム の 水 源 開 発 に は 、 長 期
間 に わ た る 先 行 投 資 と し て 、 大 き
な 財 政 負 担 を 要 す る こ と か ら 、 関
係 市 町 の 負 担 軽 減 や 、 企 業 団 の 円
滑 な 運 営 を 目 的 に 、 協 議 書 等 に 基
づ く 県 の 役 割 と し て 、 企 業 団 に 負
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322 百万円を負担金として支出している。  
苫田ダムの水道用水量は 400 千㎥ /日であ

り 、 そ の う ち 、 市 町 村 に 供 給 が 決 ま っ て い
るのは約 295 千㎥ /日であり、残りの約 105
千 ㎥ /日 （ 26.19％ ） は 、 県 が 将 来 的 な 水 需
要の増加に備え確保している。  

岡 山 県 水 道 整 備 基 本 構 想 の 中 間 目 標 年 度
である平成 27 年度において、需要予測の確
度を再点検するとともに、平成 29 年度予定
の 料 金 改 定 ま で に 、 従 来 の よ う に 県 が 調 整
水 量 分 相 当 と し て 負 担 す る こ と を 続 け る の
か 、 あ る い は 、 構 成 団 体 に 対 し て 応 分 の 負
担 を 求 め る な ど の 検 討 も 必 要 で あ る と 考 え
る。  

ま た 、 苫 田 ダ ム 施 設 の 更 新 費 用 確 保 と い
う 観 点 か ら 、 当 該 ダ ム 使 用 権 の 減 価 償 却 費
相 当 額 に つ い て 、 県 を 含 む 同 企 業 団 の 構 成
団 体 に 対 し て 負 担 を 求 め る と 考 え る な ら
ば 、 将 来 の 物 価 動 向 や 更 新 投 資 計 画 に 基 づ
い て 確 保 す べ き 更 新 費 用 に つ い て 県 及 び 構
成 団 体 が ど の よ う な 負 担 方 針 と す る の か に
ついても、平成 29 年度予定の料金改定まで
に検討すべきと考える。  

担等を行っているところである。  
こ の 枠 組 み に よ り 、 県 は 将 来 的

な 水 需 要 の 増 加 に 備 え 調 整 水 量 を
保 有 し 、 新 規 追 加 配 分 ま で の 間 、
そ の 負 担 を 立 替 え る こ と と し て い
る。  

な お 、 岡 山 県 水 道 整 備 基 本 構 想
に 基 づ く 需 要 予 測 は 、 社 会 経 済 情
勢 の 顕 著 な 変 化 等 に よ り 水 需 給 に
大 き な 影 響 が 生 じ た と き な ど に は
見直しを行うこととしている。  

苫 田 ダ ム 施 設 の 更 新 費 用 の 確 保
に つ い て は 、 料 金 改 定 の 際 に は 検
討 す べ き 課 題 で あ る と 認 識 し て い
る。  

ス  戦跡慰霊巡拝参加負担金                               
 

ａ  戦跡慰霊巡拝参加負担金の継続の可否につ
いて               （意見）  

 
当 該 負 担 金 は 、 「 慰 霊 戦 跡 巡 拝 事 業 」 に

県 を 代 表 し て 追 悼 す る と と も に 、 参 加 遺 族
に 対 し て 支 援 を 行 う と し て 県 職 員 が 同 事 業
に 同 行 す る た め 、 旅 費 負 担 金 と し て 法 人 に
対し支払っているものであり、平成 24 年度
においては、 48 万円を負担していた。これ
に つ い て は 、 戦 没 者 遺 族 団 体 が 行 う 行 事 に
参 加 し 、 追 悼 及 び 支 援 を す る こ と は 県 の 責
務 で あ る と し て 今 後 も 継 続 負 担 す る こ と を
決めている。  

戦 没 者 遺 族 団 体 が 行 う 行 事 に 県 も 参 加
し 、 参 加 に 係 る 交 通 費 を 負 担 金 と し て 交 付
す る こ と に つ い て 、 今 後 も そ れ を 継 続 す る
か ど う か に つ い て は 、 他 県 の 状 況 に つ い て
も調査し、検討すべきである。  

 
 
 
 

海 外 へ の 慰 霊 巡 拝 事 業 の 実 施 状
況 は 各 県 の 事 情 に よ っ て 異 な る
が 、 実 施 し て い る 県 で は 県 職 員 が
参 加 し 、 そ の 経 費 を 支 出 し て い る
例 が 多 い 。 本 県 で は 遺 族 連 盟 が 実
施 す る 海 外 で の 慰 霊 巡 拝 事 業 に 相
当 数 の 参 加 者 が あ り 、 県 と し て も
追 悼 の た め に 慰 霊 巡 拝 に 参 加 し て
いるところである。  
 な お 、 経 費 の 支 出 科 目 に つ い て
は 、 県 職 員 の 旅 費 相 当 額 を 負 担 金
と し て 支 出 す る こ と で 問 題 な い と
考えている。  

(2) 補助金等に係る事務手続に関する指摘事項 

ア  へき地医療拠点病院運営費補助金                                                             
 

ａ  事業実績報告書の提出の遅延について  
（指摘事項）  

当 該 補 助 金 は 、 離 島 、 山 村 等 の 医 療 に 恵
ま れ な い 地 域 住 民 の 医 療 の 確 保 を 図 る た
め 、 へ き 地 医 療 施 設 の 運 営 事 業 に 対 す る 補
助であり、平成 24 年度においては、岡山県
済生会外 5 件に計 40 百万円が交付されてい
た。  

このうち補助事業実績報告書が平成 25 年
4 月 15 日付で提出されているものがあり、

 
 
 

今 後 は 、 交 付 要 綱 を 遵 守 す る よ
う 、 補 助 事 業 者 に 対 し 指 導 し て い
きたい。  
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要綱が規定する締切（ 4 月 10 日まで）に間
に 合 っ て い な い に も か か わ ら ず 、 そ の ま ま
受 領 さ れ て お り 、 今 後 よ り 十 分 な 検 証 が 必
要である。  

イ  産科医等育成確保支援事業補助金                               
 

ａ  実績報告書と添付書類の不整合について  
（指摘事項）  

当 該 補 助 金 は 、 地 域 で お 産 を 支 え る 産 科
医 等 に 対 し 分 娩 手 当 等 を 支 給 す る こ と に よ
り 、 急 激 に 減 少 し て い る 産 科 医 等 の 確 保 を
図 る と と も に 、 産 科 を 選 択 す る 医 師 に 対
し 、 研 修 手 当 等 を 支 給 す る こ と に よ り 、 将
来 の 産 科 医 療 を 担 う 医 師 の 育 成 を 図 る た
め 、 医 療 機 関 等 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 に お
いて補助金を交付するものであり、平成 24
年度では 26 百万円が交付されていた。  

補 助 金 の 検 査 確 認 を 行 う 際 、 実 績 報 告 書
の 添 付 書 類 と し て 、 原 本 証 明 書 付 き の 歳 入
歳 出 決 算 書 及 び 手 当 等 の 支 給 調 書 の 提 出 を
受 け 、 こ れ ら の 書 類 を も と に 実 績 報 告 書 の
審 査 を 行 っ て い る が 、 実 績 報 告 書 に 記 載 さ
れ て い る 手 当 実 績 額 と 、 添 付 書 類 で あ る 支
給 調 書 の 金 額 が 整 合 し な い 事 例 が 見 受 け ら
れ た 。 提 出 書 類 の 不 備 に つ い て は 、 交 付 先
へ の 十 分 な 指 導 を 行 い 、 不 備 の 無 い よ う 留
意 が 必 要 で あ る 。 ま た 、 交 付 先 に 問 い 合 わ
せ 等 を 行 っ た 内 容 や 過 去 の 申 し 合 わ せ 事 項
に つ い て は 、 そ の 事 実 関 係 を 明 確 に す る た
め 、 実 施 日 や 内 容 等 を 記 録 と し て 残 し て お
くべきである。  

 
 
 

ご 指 摘 い た だ い た 事 項 を 踏 ま え
て 、 不 備 に つ い て は 、 交 付 先 へ 確
認 を 行 っ た 上 で 、 補 正 の 指 導 を 行
い、書類の再提出を受けた。  

ま た 、 交 付 先 に 対 し て 、 適 正 な
書 類 の 提 出 を す る よ う 指 導 を 徹 底
す る と と も に 、 実 績 報 告 書 の 内 容
を 十 分 確 認 し 、 さ ら に 、 申 し 合 わ
せ 等 に つ い て 、 記 録 を 残 す こ と と
する。  

(3) 対象経費に対する検査確認の手法                             
 
検査確認に当たってのチェックリストの活用  

（意見）  
補 助 金 等 の 交 付 要 綱 、 検 査 確 認 に 係 る 資

料 等 を 確 認 し た 結 果 、 検 査 確 認 の 手 続 に つ
い て 検 討 を 要 す る 事 案 が あ っ た 。 低 侵 襲 治
療 セ ン タ ー 整 備 事 業 補 助 金 、 新 人 看 護 職 員
研 修 事 業 費 補 助 金 等 の 事 案 は 、 要 綱 等 に 定
め ら れ た 書 類 の 確 認 は さ れ て い る が 、 ど の
よ う な 書 類 を 確 認 し た の か が わ か ら な か っ
た も の で あ る 。 よ っ て 、 確 認 作 業 を 効 率 的
か つ 効 果 的 に 進 め る た め に も 事 業 の 内 容 に
よ っ て 確 認 す べ き 事 項 を あ ら か じ め チ ェ ッ
ク リ ス ト 様 式 に し て お き 、 「 誰 が 、 何 を 、
ど の よ う に 」 確 認 す る か を 網 羅 し て お く 必
要がある。  

 
 
 

補 助 事 業 に 係 る 完 了 確 認 に つ い
て は 、 要 綱 等 に 定 め ら れ た 提 出 書
類 の 外 そ れ ぞ れ の 事 業 目 的 や 求 め
ら れ る 成 果 に 応 じ て 必 要 な 項 目 を
確認している。  

ま た 、 事 業 に よ り 確 認 す べ き 項
目 と 内 容 は 異 な る た め 、 統 一 し た
チ ェ ッ ク リ ス ト で は な く 必 要 に 応
じて個々の事業で作成した。  

(4) 施設整備に係る補助金の検査のあり方                              
 
施設整備に係る補助金の検査のあり方  

（意見）  
施 設 整 備 に 係 る 補 助 金 の 検 査 確 認 は 、 チ

ェ ッ ク リ ス ト を 利 用 す る こ と 等 に よ り 、 県
あ る い は 保 健 福 祉 部 と し て 一 定 の ル ー ル を

 
 
 

社 会 福 祉 施 設 等 の 建 設 工 事 の 現
地 検 査 に つ い て は 、 保 健 福 祉 部 長
と 土 木 部 長 の 覚 書 に 基 づ き 、 金 額
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定 め て 検 査 確 認 を 行 う こ と が で き る よ う 取
り組む必要があると考える。  

ま た 、 工 事 が 長 期 化 す る 場 合 で 、 複 数 年
度 に わ た り 補 助 金 が 交 付 さ れ る よ う な ケ ー
ス な ど 、 工 事 の 竣 工 前 に お け る 現 地 調 査 の
あ り 方 に つ い て 、 検 討 を 要 す る 事 例 が 見 受
け ら れ た 。 竣 工 前 に 現 地 調 査 を 行 う 対 象 に
つ い て は 、 補 助 金 交 付 額 が 一 定 額 以 上 の も
の を 選 定 す る 等 、 重 要 性 も 勘 案 し 、 あ ら か
じ め ル ー ル を 定 め て 実 施 す る こ と を 含 め て
検 討 さ れ た い 。 検 討 に 当 た っ て は 、 保 健 福
祉 部 全 体 と し て 、 ど の よ う な 取 扱 い を す る
のかについて議論されたい。  

等 に 応 じ て 土 木 部 の 協 力 を 得 な が
ら行っているところである。  

工 事 が 複 数 年 度 に 渡 り 進 捗 率 に
応 じ て 支 払 い を 行 う 案 件 な ど は 、
覚 書 に 基 づ く 中 間 検 査 を 実 施 す る
事で、適正な執行を行いたい。  

(5) 設備購入に係る補助金の検査のあり方  

 
設備購入に係る補助金の検査のあり方  

（意見）  
補 助 金 等 の 交 付 要 綱 、 検 査 確 認 に 係 る 資

料 等 を 確 認 し た 結 果 、 当 該 補 助 金 を 財 源 と
し て 備 品 類 等 の 設 備 購 入 を 行 っ て い る 案 件
について検討を要する事案があった。  

交 付 さ れ た 補 助 金 を 財 源 に 設 備 を 購 入 す
る 場 合 、 当 該 設 備 の 実 在 性 を 確 認 す る 観 点
か ら は 、 検 査 確 認 の 際 に 納 品 書 や 支 払 確 認
に と ど ま ら ず 、 購 入 さ れ た 現 物 を 直 接 確 認
す る こ と が 有 効 な 手 段 で あ る 。 ま た 、 購 入
し た 設 備 は 、 そ の 後 一 定 期 間 使 用 す る こ と
が 可 能 で あ る た め 、 他 の 目 的 の た め の 転 用
や 売 却 が 行 わ れ て い な い か 、 交 付 目 的 に 従
っ た 使 用 が な さ れ て い る か に つ い て も 定 期
的 に 確 認 し 、 結 果 的 に 交 付 さ れ た 補 助 金 等
が 不 正 に 使 用 さ れ る こ と が な い よ う に す る
必要があると考える。  

 
 
 

設 備 購 入 に 係 る 補 助 金 に つ い て
は 、 通 常 契 約 書 や 納 品 さ れ た 備 品
類 等 の 写 真 な ど に よ り 検 査 を 行 っ
て お り 、 必 要 に 応 じ て 現 物 を 直 接
確認する。  

い ず れ に し て も 、 事 業 目 的 が 達
成 さ れ て い る か 確 認 す る こ と を 含
め 現 物 を 直 接 確 認 す る こ と は 、 従
来 か ら 検 査 の 有 効 な 手 段 で あ る こ
とから、活用を検討したい。  

(6) その他事業実施上、考慮すべき点があるとした事項                          

ア  緊急雇用創出事業補助金  

 
ａ  厚生労働省からの通知に基づく事務の徹底

及びその確認について       （意見）  
 

当 該 補 助 金 は 、 国 か ら 交 付 さ れ る 緊 急 雇
用 創 出 事 業 臨 時 特 例 交 付 金 に よ り 県 に お い
て 造 成 す る 岡 山 県 緊 急 雇 用 創 出 事 業 臨 時 特
例 基 金 を 財 源 と し て 、 失 業 者 の 雇 用 創 出 を
図 る こ と を 目 的 と し て 、 市 町 村 を 交 付 先 と
し、平成 24 年度では計 148 百万円が交付さ
れていた。  

市 町 村 が 本 事 業 の 委 託 契 約 を 行 う 場 合 、
雇 用 状 況 が 変 動 す る こ と に 伴 う 人 件 費 等 の
変 動 を 適 切 に 反 映 で き る よ う 、 契 約 形 態 は
原 則 と し て 精 算 条 項 を 設 け た 概 算 契 約 と す
る 旨 、 県 に 対 し て 厚 生 労 働 省 か ら 通 知 さ
れ 、 同 様 の 内 容 が 県 か ら 各 市 町 村 に 対 し て
も 周 知 さ れ て い る が 、 本 事 業 実 施 に 当 た
り 、 市 町 村 が 行 っ た 委 託 契 約 の 内 容 を 確 認
し た と こ ろ 、 精 算 条 項 を 設 け た 概 算 契 約 と
す べ き で あ る に も か か わ ら ず 、 こ の 契 約 方

 
 
 
 

一 義 的 に は 市 町 村 が 国 の 通 知 の
趣 旨 を 勘 案 し て 事 務 を 行 う べ き で
あ る が 、 概 算 契 約 し て い な い 場 合
で も 市 町 村 に お い て 適 切 に 精 算 行
為 が 行 わ れ て い た た め 、 県 も 完 了
確 認 の 上 補 助 金 を 交 付 し た も の で
ある。  

今 後 と も 、 市 町 村 で の 適 切 な 事
業 実 施 の た め 交 付 決 定 等 の 機 会 を
活用して指導を行っていきたい。  
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法を採用していない事例が見受けられた。  
一 義 的 に は 市 町 村 が 通 知 の 趣 旨 を 勘 案 し

て 事 務 を 行 う べ き で あ る が 、 補 助 金 を 交 付
し て い る 県 に お い て も 、 そ れ ら の 事 務 に つ
い て 確 認 を 行 い 、 市 町 村 に 対 し 、 必 要 に 応
じて適切な指導を行うべきと考える。  

イ  後期高齢者保健推進事業補助金                            
 

ａ  健康診査の周知徹底について   （意見）  
 

当 該 補 助 金 は 、 「 市 町 村 が 行 う 後 期 高 齢
者 医 療 制 度 の 被 保 険 者 を 対 象 と し た 健 康 診
査 に 対 し て 、 広 域 連 合 が 行 う 補 助 事 業 」 を
交 付 の 対 象 と し て 、 岡 山 県 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 に 対 し て 交 付 す る 補 助 金 で あ り 、
平成 24 年度では 47 百万円が交付されてい
た。  

しかしながら、平成 24 年度における高齢
者 医 療 確 保 法 に 基 づ く 健 康 診 査 の 受 診 率 は
算 定 方 法 に 相 違 が あ る も の の 、 県 が
10.58 ％ で あ る の に 対 し 、 全 国 平 均 は
24.5％ で あ り 、 全 国 的 に み る と 県 の 受 診 率
は低い水準となっている。  

県 に お い て は 、 健 康 診 査 の 対 象 で あ る 後
期 高 齢 者 に 対 し 健 康 診 査 の 必 要 性 に 関 し て
啓 発 を 促 し 、 更 な る 周 知 徹 底 を 図 る よ う 、
事 業 実 施 主 体 で あ る 広 域 連 合 に 対 し て 、 適
切な指導を行う必要があると考える。  

 
 
 

県 が 岡 山 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域
連 合 に 対 し て 実 施 し て い る 指 導 監
査 に お い て 、 受 診 に 係 る 現 状 を 把
握 し 、 受 診 率 の 報 告 が 現 状 を 反 映
し た 適 切 な も の と な り 、 受 診 率 が
さ ら に 向 上 す る よ う に 広 域 連 合 と
協 議 し な が ら 、 助 言 ・ 指 導 を 行 っ
ていきたい。  
 

２  委託料に関する事項                               

(1) 委託料に係る事務手続に関する指摘事項 

ア  犬ねこ引取等業務  

 
ａ  委託業務の完了確認について（指摘事項）  

 
当 該 委 託 業 務 は 、 狂 犬 病 予 防 法 、 動 物 の

愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 並 び に 岡 山 県 動
物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 に 基 づ く
犬 ・ ね こ の 引 取 り 、 保 護 、 輸 送 及 び 収 容 等
に 関 す る 業 務 で あ り 、 岡 山 県 獣 医 畜 産 事 業
協同組合に対し委託しており、平成 24 年度
における委託金額は 62 百万円であった。  

委 託 業 務 を 完 了 し た 際 に 、 委 託 業 務 完 了
届 の 提 出 は な さ れ て い る が 、 委 託 業 務 の 実
績 報 告 書 が 提 出 さ れ て い な か っ た 。 業 務 完
了 の 確 認 に 不 備 が あ る と 思 わ れ る 。 業 務 に
関 す る 実 績 報 告 書 の 妥 当 性 を 確 認 す る こ と
に よ り 、 業 務 完 了 の 確 認 を す る も の と 考 え
る た め 、 精 算 内 容 の わ か る 適 切 な 内 容 の 実
績報告書を提出させるべきである。  

 
 
 

平 成 25年 度 委 託 業 務 完 了 届 と と
も に 、 業 務 実 績 報 告 書 及 び 委 託 業
務 （ 犬 猫 の 保 護 、 収 容 等 ） に 係 る
費 用 の 明 細 書 を 提 出 さ せ た と こ ろ
で あ り 、 適 切 な 事 務 処 理 に 努 め て
いきたい。  
 

(2) 委託料に係る事務手続に関して今後検討すべき事項                            
 
委託料の実績確認に関する検討手続について

（意見）  
委 託 料 に 係 る 契 約 書 、 実 績 確 認 に 係 る 資

 
 
 

委 託 実 績 の 確 認 に つ い て は 、 仕
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料 等 を 確 認 し た 結 果 、 委 託 実 績 の 確 認 に 当
た っ て 、 契 約 書 等 に 定 め ら れ た 書 類 の 確 認
は さ れ て い る が 、 ど の よ う な 書 類 を 確 認 し
た の か が わ か ら な か っ た も の が あ っ た 。 ま
た 、 委 託 料 の 精 算 実 績 と し て 記 載 さ れ て い
る 額 が 適 切 か ど う か に つ い て は 、 ど の よ う
に 確 認 す る か は 現 状 一 定 の 方 針 な ど は な い
状 況 で あ る 。 「 第 2 1（ 3）  対 象 経 費 に
対 す る 検 査 確 認 の 手 法 」 に お い て 、 「 検 査
確 認 に 当 た っ て の チ ェ ッ ク リ ス ト の 活 用
（ 意 見 ） 」 に 記 載 の 内 容 に つ い て 検 討 さ れ
たい。  

様 書 に 基 づ い て 委 託 し た 事 業 の 成
果 を 中 心 に 契 約 書 等 に 定 め ら れ た
提 出 書 類 の 外 そ れ ぞ れ の 事 業 目 的
や 求 め ら れ る 成 果 に 応 じ て 必 要 な
項目を確認している。  

ま た 、 事 業 に よ り 確 認 す べ き 項
目 と 内 容 は 異 な る た め 、 統 一 し た
チ ェ ッ ク リ ス ト で は な く 必 要 に 応
じて個々の事業で作成した。  

(3) その他事業実施上、考慮すべき点があるとした事項                            

ア  社会参加推進センター運営事業  

 
ａ  委託業務完了確認について（意見）  
 

県 は 、 さ ま ざ ま な 障 害 の あ る 人 が 社 会 の
構 成 員 と し て 地 域 の 中 で 共 に 生 活 が 送 れ る
よ う 、 ま た 、 生 活 の 質 的 向 上 が 図 れ る よ う
必 要 な 社 会 参 加 施 策 を 総 合 的 か つ 効 果 的 に
実 施 し 、 障 害 に 対 す る 県 民 の 理 解 を 深 め 、
誰 も が 安 心 し て 暮 ら す こ と の で き る 地 域 社
会 の 実 現 に 寄 与 す る た め 、 地 域 生 活 支 援 社
会参加促進事業を実施している。  

そ の 事 業 の 一 部 を 「 岡 山 県 障 害 者 社 会 参
加 推 進 セ ン タ ー 事 業 」 と し て 財 団 法 人 岡 山
県 身 体 障 害 者 福 祉 連 合 会 に 委 託 し て お り 、
平成 24 年度においては 29 百万円が執行さ
れていた。  

平成 25 年 3 月 31 日付で県に提出された
委 託 事 業 完 了 報 告 書 の 収 支 決 算 に お い て 、
委託費として経費計上されている 10,961 千
円 の 再 委 託 先 か ら の 完 了 報 告 日 を 確 認 す る
と 4 月以降の日付となっていた案件があっ
た 。 県 に 対 し て 説 明 を 求 め た と こ ろ 、 事 業
は 3 月末までに完了していたものの完了報
告 の 日 付 に 錯 誤 が あ っ た と の こ と で あ っ
た 。 受 託 者 に 対 し て 、 整 合 性 の あ る 事 務 処
理を指導されたい。  

 
 
 

受 託 者 に 対 し て 整 合 性 の あ る 事
務 処 理 を 指 導 し て お り 、 平 成 25年
度 の 事 業 実 績 報 告 に 基 づ く 完 了 確
認 に お い て は 、 適 切 に 処 理 さ れ て
いることを確認した。  
 

 
ｂ  委託者選定手続について（意見）  

 
当 該 事 業 の 委 託 先 の 選 定 に 当 た っ て は 、

福 祉 連 合 会 と 契 約 す る こ と を 予 定 し 、 企 画
提 案 書 の 提 出 を さ せ る プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に
よ り 、 公 募 を 実 施 し て い た 。 こ の 公 募 に お
い て は 、 委 託 事 業 一 覧 の う ち 、 単 独 の 事 業
の み 公 募 す る こ と も 認 め ら れ て い た が 、 結
果 的 に 応 募 者 は 福 祉 連 合 会 以 外 に な く 、 随
意 契 約 に よ り 福 祉 連 合 会 が 受 託 し た 。 委 託
事 業 の 一 部 に つ い て 応 募 す る に し て も 新 規
の 団 体 の 参 入 を 促 す た め に は 、 応 募 の 前 提
や 要 件 及 び 公 募 ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て 配 慮
が必要と考える。  

 
 
 

平 成 27年 度 事 業 の 公 募 に お い て
も 、 単 独 の 事 業 の み で も 応 募 可 能
と す る な ど 、 新 規 団 体 の 参 入 を 促
す よ う 配 慮 す る と と も に 、 公 募 ス
ケ ジ ュ ー ル に つ い て は 、 可 能 な 限
り 長 期 の 応 募 期 間 の 確 保 に 努 め る
こととした。  
 

イ  小児救急医療電話相談事業  
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ａ  相談対応者へのサポート  （意見）  

 
当 該 事 業 は 、 子 ど も の 夜 間 の 急 な 発 熱 、

け い れ ん な ど 具 合 が 悪 く な っ た 際 の 保 護 者
等 の 不 安 や 症 状 へ の 対 応 方 法 な ど に つ い
て 、 当 番 小 児 科 医 又 は 看 護 師 等 が 電 話 相 談
に 応 じ る と と も に 、 医 療 機 関 へ の 受 診 に つ
い て 適 切 な ア ド バ イ ス を 行 う 事 業 で あ り 公
益 社 団 法 人 岡 山 県 医 師 会 へ の 委 託 に よ り 実
施 し て お り 、 平 成 24 年 度 に お い て は 、 11
百万円が執行されていた。  

相 談 事 業 を 実 施 す る に 当 た り 、 県 は 、 電
話 相 談 マ ニ ュ ア ル を 整 備 し て い る が 、 電 話
相 談 マ ニ ュ ア ル に は 、 相 談 対 応 時 に 手 元 に
置 く べ き 資 料 の 中 に 休 日 や 平 日 夜 間 に 小 児
科 対 応 で き る 医 療 機 関 名 簿 が 記 載 さ れ て い
な い 。 確 実 に 手 元 に 置 い て 相 談 す る た め 、
ま た 電 話 相 談 マ ニ ュ ア ル の 意 義 や 実 効 性 を
高 め る た め に も 、 当 該 医 療 機 関 名 簿 の 利 用
に つ い て 電 話 相 談 マ ニ ュ ア ル に 記 載 す る こ
とが望ましいと考える。  

県 の 電 話 相 談 マ ニ ュ ア ル に よ る と 、 ク レ
ー ム が あ っ た 場 合 は 、 可 能 な 範 囲 で 相 談 対
応 者 が 処 理 し 、 そ れ が 困 難 な 場 合 に 県 の 保
健 福 祉 部 医 療 推 進 課 が 対 応 す る こ と に な っ
て い る が 、 ク レ ー ム 対 応 に つ い て は 、 電 話
相 談 対 応 者 の 負 担 等 も 考 慮 の 上 、 電 話 相 談
対 応 者 以 外 の 第 三 者 が 行 う 体 制 を 構 築 し 、
ま た 、 そ の ク レ ー ム の 連 絡 先 を 利 用 者 に 周
知 す る 方 法 に つ い て も 検 討 す る 必 要 が あ る
ものと考える。  

 
 
 

電 話 相 談 マ ニ ュ ア ル に は 、 基 本
的 な 事 項 を 記 載 し て お り 、 毎 月 更
新 さ れ る 救 急 当 番 医 等 リ ス ト 情 報
を 相 談 員 に 送 付 し て い る 。 電 話 相
談 マ ニ ュ ア ル に つ い て は 、 次 回 改
訂時に記載する。  

ク レ ー ム 対 応 を 第 三 者 が 行 う 体
制 を 設 け る こ と に つ い て は 、 ク レ
ー ム 件 数 が 極 め て 少 な い こ と 等 か
ら 、 現 時 点 で は 考 え て い な い が 、
ク レ ー ム が あ っ た 場 合 に は 、 相 談
業 務 を 所 管 し 、 相 談 内 容 を 把 握 し
て い る 保 健 福 祉 部 医 療 推 進 課 に お
いて適切に対応している。  

ク レ ー ム の 連 絡 先 に つ い て は 、
電 話 相 談 事 業 の 普 及 啓 発 を 行 う 際
に、併せて周知する。  

ウ  医療情報システム整備事業、医療情報ネットワーク運用促進事業                              
 

ａ  医 療情 報シ ステム 整備 事業 に係 る再委 託に
ついて              （意見）  

県 は 、 地 域 に お け る 限 ら れ た 医 療 資 源 を
有 効 か つ 効 率 的 に 活 用 し 、 安 心 し て 医 療 を
受 け ら れ る よ う に す る た め 、 医 療 情 報 シ ス
テ ム 整 備 事 業 と し て 、 一 般 社 団 法 人 岡 山 県
病院協会に当該事業を委託し、平成 24 年度
においては、 177 百万円を執行している。  

当 事 業 の 委 託 先 で あ る 病 院 協 会 は 、 シ ス
テ ム ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 に つ い て 、 セ ン タ
ー サ ー バ 、 ポ ー タ ブ ル サ ー バ の 設 置 、 ネ ッ
ト ワ ー ク の 構 築 、 構 築 支 援 業 務 を 関 係 業 者
に 再 委 託 を 行 っ て い た 。 し か し な が ら 、 再
委 託 は 、 業 務 指 示 や 検 査 確 認 が 間 接 的 に な
り 、 業 務 の 質 の 低 下 、 責 任 の 不 明 確 化 等 の
弊 害 が 生 じ る お そ れ が あ る こ と か ら 、 再 委
託 の 必 要 性 に つ き 、 厳 格 に 検 証 し 、 そ の 記
録を残す必要があると考える。  

 

 
 
 

医 療 情 報 シ ス テ ム の 整 備 は 、 病
院 の 運 営 と 密 接 に 関 連 す る も の で
あ る こ と か ら 、 県 内 の ほ ぼ 全 て の
病 院 が 会 員 と し て 所 属 し て い る （
一 社 ） 岡 山 県 病 院 協 会 へ 委 託 し 、
シ ス テ ム ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 な ど
専 門 性 の 高 い 部 分 に つ い て の み 再
委託を認めたものである。  

今 後 、 再 委 託 に つ い て は 、 そ の
必 要 性 を 適 切 に 検 証 し そ の 記 録 文
書を残すこととする。  
 

 
ｂ  シ ス テ ム 更 新 計 画 に 対 す る モ ニ タ リ ン グ

（意見）  
 

県 は 、 適 切 な 役 割 分 担 と 連 携 に よ る 切 れ

 
 
 
 

シ ス テ ム 更 新 計 画 に つ い て は 、
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目 な い 医 療 を 提 供 す る 体 制 の 構 築 が 求 め ら
れ る た め 、 病 院 の 電 子 カ ル テ や 画 像 等 の 診
断 情 報 を 、 か か り つ け の 診 療 所 等 で 閲 覧 す
る こ と が で き る ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の 構
築に取り組み、平成 25 年 1 月より「医療ネ
ッ ト ワ ー ク 岡 山 （ 愛 称 ： 晴 れ や か ネ ッ
ト）」として運用を開始している。  

こ の 晴 れ や か ネ ッ ト の 運 営 は ネ ッ ト ワ ー
ク 協 議 会 が 行 う こ と に な っ て い る が 、 シ ス
テ ム 更 新 と そ の 財 源 確 保 は 県 に と っ て 重 要
な 事 項 で あ り 、 ネ ッ ト ワ ー ク 協 議 会 に お い
て 将 来 の シ ス テ ム 更 新 計 画 が 適 切 に 策 定 さ
れ て い る か 、 県 に お い て も そ の 状 況 を モ ニ
タ リ ン グ し 、 不 十 分 な 点 は 指 導 を 行 う べ き
である。  

晴 れ や か ネ ッ ト の 運 営 委 員 会 へ の
出 席 や 事 務 局 へ の ヒ ア リ ン グ を 行
う な ど 、 モ ニ タ リ ン グ を 行 い 、 指
導を行っていきたい。  
 

 
ｃ  資 金管 理に 係る内 部統 制に 対す るモニ タリ

ング                （意見）  
 

ネ ッ ト ワ ー ク 協 議 会 は 、 晴 れ や か ネ ッ ト
の 閲 覧 病 院 及 び 開 示 病 院 よ り 施 設 登 録 料 を
徴 収 す る こ と に な っ て い る が 、 こ の 徴 収 さ
れ た 施 設 登 録 料 は 、 将 来 の シ ス テ ム 更 新 の
た め に 使 用 す る 予 定 と な っ て い る た め 、 他
の 目 的 に 流 用 さ れ る こ と の な い よ う に 適 切
に管理を行う必要がある。  

ネ ッ ト ワ ー ク 協 議 会 に お い て 資 金 管 理 に
係 る 内 部 統 制 が 適 切 に 構 築 さ れ て い る こ と
を 確 認 し 、 そ の 後 も シ ス テ ム 更 新 が 着 実 に
実 施 さ れ る よ う 定 期 的 な 指 導 ・ モ ニ タ リ ン
グを行う必要があると考える。  

 
 
 
 

資 金 管 理 の 状 況 に つ い て は 、 財
務 諸 表 の 確 認 や 事 務 局 へ の ヒ ア リ
ン グ を 行 う な ど 、 モ ニ タ リ ン グ を
行い、指導を行っていきたい。  
 

エ  全国健康福祉祭参加事業                              
 

ａ  経費の負担割合について（意見）  
 

県では、 60 歳以上の方々を中心とするス
ポ ー ツ ・ 文 化 、 健 康 と 福 祉 の 総 合 的 な 祭 典
で あ る ね ん り ん ピ ッ ク に 参 加 す る 選 手 団 を
編 成 し 、 委 託 経 費 と し て 、 往 路 旅 費 の 全 額
や ユ ニ フ ォ ー ム 代 や 宿 泊 費 の １ ／ ３ 等 を 負
担しており、平成 24 年度においては、委託
料として 5 百万円を執行している。  

当 該 事 業 に 要 す る 経 費 負 担 に つ い て は 、
現 状 で の 県 の 負 担 割 合 が 適 切 で あ る か の 検
討 が 必 要 と 考 え る 。 他 県 の 状 況 も 調 査 し た
上 で 、 県 及 び 参 加 者 の 経 費 負 担 の 考 え 方 に
ついて見直すことを検討されたい。  

 
 
 

全 国 健 康 福 祉 祭 の 県 の 負 担 割 合
は、他県と同程度である。  

本 事 業 は 、 県 民 の 福 祉 の 増 進 に
寄 与 す る 事 業 で あ り 、 県 で 一 定 の
支 援 を 行 う 必 要 が あ る と 考 え て い
る が 、 引 き 続 き 、 他 県 の 状 況 に 留
意し、適切に実施していきたい。  

３  貸付金及び未収金に関する事項  

ア  母子・寡婦福祉資金貸付金   

 
ａ  新 母子 寡婦 福祉資 金シ ステ ムへ の移行 につ

いて               （意見）  
 

当 該 貸 付 金 は 、 母 子 家 庭 等 ・ 寡 婦 に 対
し 、 そ の 生 活 の 安 定 と 向 上 を 図 る こ と を 目
的 に 、 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 に 基 づ き 貸 付 け

 
 
 
 

シ ス テ ム の 不 具 合 等 対 応 に つ い
て は 、 25年 度 当 初 か ら 業 者 と 協 議
を 行 い 、 そ の 都 度 、 改 修 を さ せ る
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を行う制度である。  
平成 25 年度から新母子寡婦福祉資金シス

テ ム が 導 入 ・ 運 用 開 始 さ れ て い る が 、 一 部
の 課 題 に つ い て 、 シ ス テ ム 開 発 業 者 と 協 議
中 で あ り 、 シ ス テ ム 対 応 が 完 了 し て い な い
も の が 見 受 け ら れ た 。 速 や か に 原 因 を 把 握
し、対応することが望まれる。  

な ど 対 応 し て き た が 、 決 算 ・ 統 計
帳 票 に 係 る も の に つ い て は 、 今 年
度、決算確定後に対応を行った。  

イ  介護福祉士等修学資金貸付金返還金              

 
ａ  県の団体に対する指導監督について  

（意見）  
介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 付 金 返 還 金 は 、

県 が 直 接 、 介 護 福 祉 士 等 の 修 学 生 に 修 学 資
金を貸し付けていたものの内、平成 24 年度
末 時 点 で の 返 済 期 限 が 到 来 し て 未 回 収 額 と
なっているものである。  

当 該 貸 付 制 度 に つ い て は 、 当 初 県 が 直 接
事業を実施していたが、平成 21 年度からは
社 会 福 祉 法 人 岡 山 県 社 会 福 祉 協 議 会 が 、 平
成 25 年度以降は、公益財団法人岡山県福祉
事業団が主体となっている。  

な お 、 債 権 管 理 は 貸 付 け を 実 行 し た 団 体
が 引 き 続 き 行 う と し て い る こ と か ら 、 交 付
し た 補 助 金 の 所 期 の 目 的 が 達 成 で き る よ
う 、 社 会 福 祉 法 人 岡 山 県 社 会 福 祉 協 議 会 及
び 公 益 財 団 法 人 岡 山 県 福 祉 事 業 団 の 両 団 体
に お い て 適 切 な 債 権 管 理 が で き て い る か の
確 認 の た め に も 、 貸 付 金 残 高 及 び 回 収 状 況
に 関 し て 、 貸 付 担 当 者 の 判 断 で 実 施 す る の
で は な く 、 両 団 体 に 対 し て 定 期 的 に 報 告 を
求 め る よ う な 体 制 に つ い て 検 討 す べ き と 考
える。  

 
 
 

両 事 業 主 体 に 対 し て 、 年 2回 （ 9
月 と 3月 ） 、 貸 付 残 高 や 回 収 状 況
等 に 係 る 調 査 を 行 う こ と に よ り 、
適 切 な 債 権 管 理 の 確 認 を 行 う こ と
とした。  

 

 
ｂ  債権管理に関する規程類について（意見）  
 

各 団 体 で 滞 納 者 が 発 生 し た 場 合 の 対 応 に
つ い て 、 債 権 管 理 マ ニ ュ ア ル と 岡 山 県 税 外
滞 納 債 権 に お け る 債 権 放 棄 基 準 の 債 権 管 理
に 関 す る 規 程 類 の 定 め を 踏 ま え 、 指 導 す る
ことも検討されたい。  

 
 
 

県 の 債 権 管 理 マ ニ ュ ア ル を 、 両
事 業 主 体 に も 周 知 し た と こ ろ で あ
り 、 今 後 と も 適 切 な 指 導 を 行 っ て
いく。  

ウ  児童保護弁償金          

 
ａ  延滞金の取扱いについて     （意見）  

 
児 童 保 護 弁 償 金 と は 、 県 が 児 童 を 児 童 福

祉 施 設 に 入 所 措 置 し た 場 合 、 入 所 施 設 に お
け る 措 置 に 必 要 な 経 費 に つ い て 、 児 童 福 祉
法 の 規 定 に 基 づ き 、 措 置 し た 児 童 の 扶 養 義
務 者 か ら 負 担 能 力 に 応 じ 、 そ の 費 用 の 全 部
又は一部を徴収するのものである。  

当 該 弁 償 金 に つ い て 、 返 済 が 遅 れ た 場 合
の 延 滞 金 に つ い て は 県 税 外 収 入 金 に 係 る 延
滞 金 徴 収 条 例 で 14.5％ と 定 め ら れ て い る
が 、 従 来 よ り 延 滞 金 の 算 定 を し て お ら ず 、
条 例 へ の 抵 触 が 懸 念 さ れ る 。 県 の 子 ど も 未
来 課 に お い て は 、 入 所 児 童 の 福 祉 を 守 る こ
と が 最 優 先 で あ る こ と か ら 、 強 制 徴 収 は 困

 
 
 

県 税 外 収 入 金 に 係 る 延 滞 金 徴 収
条 例 に 基 づ き 延 滞 金 の 徴 収 ・ 減 免
手 続 き な ど 事 案 に 応 じ て 適 切 に 対
応している。  
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難 と の 考 え で 滞 納 処 分 は 行 わ な い 方 針 で 、
延 滞 金 は 徴 収 し な い 取 扱 い と し て い る が 、
こ れ ら の 方 針 ・ 取 扱 い に つ い て は 、 県 と し
て の 実 務 上 の 定 め を 明 確 に し 、 実 効 性 の あ
る実務上の対応を行うべきである。  

４  基金に関する事項                               

(1) 基金の有効活用に関する事項 

 
基金の有効活用に関する検討について  

（意見）  
岡 山 県 社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金 、 岡 山 県 社

会 福 祉 施 設 等 耐 震 化 等 臨 時 特 例 基 金 及 び 岡
山 県 福 祉 基 金 に つ い て は 、 基 金 設 置 の 趣 旨
に 基 づ き 毎 年 度 活 用 さ れ て は い る も の の 、
基 金 残 高 に 対 し て そ の 活 用 度 が 低 い 、 あ る
い は 、 活 用 さ れ て い な い の で は な い か と 思
わ れ る も の が あ っ た 。 そ れ ぞ れ の 基 金 の 設
置 趣 旨 に つ い て あ ら た め て 確 認 し 、 活 用 度
を高める方策について検討すべきである。  

 
 
 

そ れ ぞ れ の 基 金 の 目 的 に 応 じ て
社 会 福 祉 施 設 の 整 備 を 計 画 的 に 推
進 し て き た と こ ろ で あ り 、 今 後 と
も ニ ー ズ を 見 極 め な が ら 、 更 な る
活用に努めたい。  

(2) 基金事業の効果に関する事項                            
 
保健医療圏の医師数について    （意見）  
 

岡 山 県 地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 基 金 は 、 国
が 県 に 交 付 す る 地 域 医 療 再 生 臨 時 特 例 交 付
金 に よ り 、 岡 山 県 地 域 医 療 再 生 計 画 に 基 づ
く 事 業 を 推 進 し 、 地 域 に お け る 医 療 課 題 の
解 決 を 図 る た め 、 条 例 に 基 づ き 設 置 さ れ た
基金である。  

県 で は 、 地 域 の 医 師 確 保 、 救 急 医 療 の 確
保 な ど 、 地 域 に お け る 医 療 課 題 の 解 決 を 図
る た め 、 国 の 交 付 金 で 設 置 し た 「 地 域 医 療
再 生 基 金 」 を 活 用 し て 、 地 域 医 療 再 生 に 取
り組んでいる。  

県としては、平成 22 年 1 月に岡山県地域
医 療 再 生 計 画 を 策 定 し 、 地 域 の 医 師 確 保 等
の医療課題解決のために 50 億円規模の予算
を 計 画 し て い た 。 し か し な が ら 、 計 画 と 実
績 と を 対 比 す る と 、 高 梁 ・ 新 見 医 療 圏 及 び
真 庭 医 療 圏 に 関 し て は 、 当 初 予 定 し て い た
医 師 確 保 の 計 画 目 標 を 大 き く 下 回 る 結 果 と
な っ て お り 、 国 の 調 査 と 同 様 、 必 ず し も 、
医 師 確 保 に 十 分 つ な が っ て い な い 現 状 で あ
る 。 し た が っ て 、 県 の 医 師 確 保 に つ い て 、
今後も努力されたい。  

ま た 、 地 域 医 療 再 生 計 画 上 の 目 標 数 値 を
具 体 的 に 掲 げ 、 長 期 的 に 医 師 確 保 、 在 宅 医
療 の 推 進 等 の 効 果 を 測 定 し て い く こ と も 重
要である。  

 
 
 

岡 山 県 地 域 医 療 再 生 計 画 で は 、
県 北 地 域 の 医 師 確 保 を 目 標 と し て
掲 げ 、 各 種 取 組 を 進 め て い る が 、
本 県 が 最 も 力 を 入 れ て い る 地 域 枠
医 師 の 養 成 に は 多 く の 年 数 （ 医 学
部 6年 ＋ 初 期 臨 床 研 修 2年 ） を 要 す
る た め 、 そ の 成 果 は 未 だ 得 ら れ て
いない。  

平 成 29年 か ら 、 地 域 枠 医 師 の 臨
床 研 修 修 了 に よ り 、 中 長 期 的 に は
医 師 確 保 が 見 込 ま れ る 。 併 せ て 、
現 在 、 取 り 組 ん で い る 無 料 職 業 紹
介 事 業 な ど 、 引 き 続 き 医 師 不 足 地
域での医師確保に努めたい。  

第３ 県民局健康福祉部に対する監査の指摘事項及び意見                               

１  扶助費-生活保護費に関する事項 

(1) 指摘事項及び意見 

ア  保護開始までの手続について  
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（ア）面接の実施者について     （意見）  
 

生 活 保 護 を 希 望 す る 場 合 、 保 護 申 請 の 提
出 前 に 、 事 前 に 面 接 が 実 施 さ れ る が 、 こ の
面 接 に お い て 、 備 前 県 民 局 で は 、 担 当 ケ ー
ス ワ ー カ ー に 加 え 、 査 察 指 導 員 （ 班 長 ） の
面 談 へ の 参 加 を 原 則 と す る 運 用 が な さ れ て
い る 。 査 察 指 導 員 の 参 加 が よ り 適 切 な 面 接
実 施 に 資 す る 場 合 も あ る こ と は 否 定 で き な
い が 、 査 察 指 導 員 が 面 接 相 談 に 当 た る こ と
を 原 則 と す る こ と は 、 社 会 福 祉 法 に 抵 触 す
る お そ れ が あ る 。 同 法 の 趣 旨 を 勘 案 し 、 面
接 実 施 者 の 取 扱 い に つ い て 再 検 討 さ れ た
い。  

 
 
 

事 前 面 接 に は 、 原 則 と し て 査 察
指 導 員 は 参 加 し な い こ と を 徹 底 し
た 。 た だ し 、 例 外 的 に 新 任 の 現 業
員 の 場 合 や 対 応 困 難 ケ ー ス と 思 慮
さ れ る 場 合 な ど 状 況 に 応 じ て 、 現
業 員 の 指 導 等 の 一 環 と し て 面 接 に
同席する。  

 
（イ）面接記録票の決裁者について  （意見）  

  
面 接 記 録 票 の 決 裁 者 に つ い て 、 明 文 化 さ

れ た 規 定 等 は な い が 、 県 民 局 に よ り 、 相 違
が 見 受 け ら れ た 。 保 護 申 請 前 に 行 わ れ る 面
接 相 談 は 、 い わ ば 生 活 保 護 制 度 の ス タ ー ト
地 点 で あ り 、 面 接 内 容 や そ れ に 対 す る 対
応 ・ 判 断 は 、 非 常 に 重 要 な 部 分 で あ る こ と
か ら 、 可 能 な 限 り 上 位 の 役 職 者 ま で 回 付
し、内容を確認することが望ましい。  

 
 
 

面 接 記 録 票 は 、 す べ て の 県 民 局
で 部 長 ま で 供 覧 し 、 情 報 共 有 す る
こととした。  

 
（ウ）預貯金調査及び生命保険調査について  

（意見）  
保 護 申 請 受 理 後 、 保 護 開 始 に 当 た っ て

は、生活保護法第 29 条に基づき、預貯金調
査 及 び 生 命 保 険 調 査 等 の 資 力 調 査 が 行 わ れ
る が 、 最 低 限 調 査 す る 金 融 機 関 等 の 取 扱 い
に つ い て 、 県 民 局 ご と に 相 違 が 見 受 け ら れ
た 。 担 当 者 の 判 断 や 担 当 者 の 交 代 に よ り 照
会 対 象 の 範 囲 に ば ら つ き が 生 じ る こ と を 防
ぐ た め 、 地 域 ご と に 、 あ ら か じ め 一 定 の 範
囲 を 定 め た 上 で 、 経 済 活 動 の 広 域 化 や 情 報
化 に 応 じ て 、 適 時 そ の 範 囲 を 見 直 す こ と を
検 討 さ れ た い 。 ま た 、 前 住 居 地 の 関 係 先 照
合 に つ い て も 統 一 的 な 基 準 を 策 定 し て 実 施
することが望ましい。  

 
 
 

地 域 ご と に 最 低 限 照 会 を 行 う 金
融 機 関 等 の 範 囲 を 定 め 、 担 当 者 に
よ り ば ら つ き が 出 な い よ う 資 産 調
査を行うこととした。  

ま た 、 転 入 者 に つ い て は 、 前 居
住 地 を 所 管 す る 福 祉 事 務 所 が 行 っ
て い る 照 会 先 を 参 考 に 調 査 を 行 う
こととした。  
 

 
（エ）資力調査の実施状況について  

（指摘事項）  
各 県 民 局 に お け る 資 力 調 査 の 実 施 状 況 を

確 認 し た 結 果 、 岡 山 県 外 で の 勤 務 歴 が あ る
転 入 者 に つ い て 、 前 居 住 地 周 辺 の 金 融 機 関
等 の 調 査 が 行 わ れ て い な い 事 例 が 見 受 け ら
れ た 。 県 民 局 で は 、 他 都 市 か ら の 転 入 者 等
で あ る 場 合 は 、 過 去 の 生 活 歴 等 か ら 個 別 に
判 断 し 、 調 査 範 囲 を 拡 大 す る 方 針 を 採 っ て
いるため、当該方針を徹底されたい。  

 
 
 

転 入 者 に つ い て は 、 前 居 住 地 周
辺 の 金 融 機 関 等 の 調 査 を 実 施 す る
ことを再度徹底した。  

 
（オ）ケース診断会議の参加者について  

（意見）  
ケ ー ス 診 断 会 議 の 参 加 者 に つ い て は 、 忙

し い 中 ケ ー ス ワ ー カ ー の 負 担 増 と な る 可 能
性 は あ る も の の 、 指 導 方 針 や 新 た な 視 点 を

 
 
 

す べ て の 県 民 局 で 、 業 務 の 都 合
で 参 加 で き な い 場 合 を 除 き 、 ケ ー
ス 診 断 会 議 に は す べ て の ケ ー ス ワ

平成２７年３月３０日　岡山県公報　号外



- 15 -

学 ん だ り 、 情 報 共 有 の 機 会 と な り 、 経 験 豊
か な ケ ー ス ワ ー カ ー の 意 見 等 を 取 り 入 れ て
議 論 す る こ と も 有 意 義 で あ る た め 、 新 任 ケ
ー ス ワ ー カ ー の み な ら ず 、 可 能 な 限 り 全 て
の ケ ー ス ワ ー カ ー の 参 加 を 原 則 と す る こ と
を検討されたい。  

ー カ ー が 参 加 し て 検 討 す る こ と と
した。  

 
 
 

イ  ケースワーカーによる定期訪問について                            
 

（ア）定期訪問の実績について  （指摘事項）  
 

生 活 保 護 制 度 の 目 的 を 果 た す た め に は 、
被 保 護 者 の 生 活 実 態 等 を 継 続 的 に 把 握 し 、
そ れ ぞ れ の 世 帯 の 状 況 に 応 じ た 支 援 ・ 指 導
を 行 う こ と が 必 要 不 可 欠 で あ る 。 そ し て 生
活 実 態 等 の 把 握 を 行 う 上 で 、 ケ ー ス ワ ー カ
ー の 実 施 す る 居 宅 訪 問 は 、 非 常 に 重 要 な 意
味を持つ。  

県 民 局 で は 、 岡 山 県 生 活 保 護 事 務 処 理 指
針 の 「 ケ ー ス 分 類 及 び 現 業 活 動 基 準 」 に 基
づ き 、 被 保 護 者 の 生 活 状 況 、 就 労 状 況 、 健
康 状 態 等 に よ っ て 、 ケ ー ス ご と の 援 助 方 針
を 策 定 す る と と も に 、 そ れ ぞ れ の ケ ー ス を
5 段 階 に 分 類 し 、 こ れ ら の 分 類 に 応 じ て 年
間 の 訪 問 回 数 を 定 め て い る 。 定 期 訪 問 の 実
績 を 確 認 し た と こ ろ 、 訪 問 計 画 表 に 基 づ く
定 期 訪 問 が 実 施 出 来 て い な い 事 例 が 散 見 さ
れ た 。 年 間 の 訪 問 回 数 が ゼ ロ と な っ て い る
案 件 を 含 め 、 本 来 実 施 す べ き 訪 問 が 十 分 に
な さ れ て い な い 案 件 に つ い て は 、 必 要 な 定
期 訪 問 を 着 実 に 実 施 す る 必 要 が あ る 。 一 方
で 、 限 ら れ た 人 員 数 に よ り 業 務 を 遂 行 し な
け れ ば な ら な い 状 況 を 鑑 み 、 被 保 護 者 の 状
況 に 照 ら し て 過 度 の 訪 問 回 数 が 計 画 さ れ て
い な い か 、 ケ ー ス 分 類 が 適 切 な 区 分 と な っ
て い る か に つ い て も 、 改 め て 再 点 検 す る 必
要があると考える。  

 
 
 

ケ ー ス ワ ー カ ー か ら 、 毎 月 訪 問
計 画 及 び 訪 問 実 績 を 提 出 さ せ る こ
と に よ り 、 計 画 に 沿 っ た 訪 問 調 査
を 確 実 に 実 施 す る こ と を ケ ー ス ワ
ー カ ー に 徹 底 す る と と も に 、 査 察
指 導 員 は 、 計 画 に 沿 っ た 訪 問 調 査
活 動 が 行 わ れ る よ う 訪 問 活 動 の 適
切 な 進 行 管 理 を 行 っ て い く こ と と
した。  

ま た 、 訪 問 調 査 に よ り 生 活 状 況
に 変 動 の あ っ た 世 帯 に つ い て は 、
こ れ ま で ど お り そ の 都 度 必 要 に 応
じ ケ ー ス 分 類 の 見 直 し を 行 っ て い
く。  

 
（イ）訪問計画の進捗管理について  （意見）  

 
訪 問 計 画 よ り 訪 問 が 遅 れ て い る 場 合 で あ

っ て も 、 現 在 の 訪 問 計 画 表 の 様 式 で は そ の
理 由 等 を 記 載 す る こ と と な っ て お ら ず 、 上
席 者 は 、 個 別 の ケ ー ス フ ァ イ ル の 閲 覧 又 は
各 ケ ー ス ワ ー カ ー に 確 認 し な い と 把 握 す る
こ と が 出 来 な い 状 況 と な っ て い る 。 定 期 訪
問 が 計 画 よ り 遅 延 し て い る な ど 一 定 の 場 合
に は 、 上 席 者 に よ る 進 捗 管 理 や 課 題 把 握 を
行 う に 当 た っ て 有 用 で あ る と 考 え ら れ る た
め 、 訪 問 計 画 表 に そ の 理 由 を 明 記 し て お く
必要があると考える。  

 
 
 

査 察 指 導 員 が 、 ケ ー ス ワ ー カ ー
か ら 回 覧 さ れ る 毎 月 の 訪 問 計 画 及
び 訪 問 実 績 に よ り 、 訪 問 活 動 の 進
行 管 理 を 行 っ て お り 、 訪 問 調 査 が
遅 れ て い る 場 合 に は ケ ー ス ワ ー カ
ーからその理由を確認している。  

 
 

 
（ウ）ケース分類の判定理由の記載について  

（意見）  
新 規 調 査 書 等 の ケ ー ス 診 断 会 議 に 付 議 さ

れ る 検 討 資 料 に は 、 5 段 階 分 類 の ど の 区 分
に 分 類 し た か に つ い て の 判 定 結 果 は 記 載 さ
れ て い る が 、 そ の 判 定 に 至 っ た 理 由 が 記 載
さ れ て い な い 事 例 が 散 見 さ れ た 。 ケ ー ス 分

 
 
 

岡 山 県 生 活 保 護 事 務 処 理 指 針 ６
に 示 さ れ た 具 体 的 内 容 に 合 致 し な
い ケ ー ス に つ い て は 、 そ の ケ ー ス
分 類 に し た 理 由 を 援 助 方 針 欄 等 に
記載することとした。  
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類 の 決 定 や 見 直 し を 行 う 際 に は 、 そ の 判 定
理 由 を 記 載 す る よ う 明 確 化 し て お く こ と を
検討されたい。  

ウ  組織的な就労支援の充実について                              
 
組織的な就労支援の充実について  （意見）  
 

備中県民局では、平成 25 年度より「稼働
能 力 判 定 会 議 」 を 開 催 し 、 組 織 的 に 就 労 支
援 に 取 り 組 む 体 制 の 整 備 を 行 っ て い る 。 就
労 支 援 施 策 の 充 実 や 、 ケ ー ス ワ ー カ ー 同 士
の 情 報 共 有 を 図 る 観 点 か ら も 有 用 で あ る と
考 え ら れ る た め 、 備 前 ・ 美 作 県 民 局 に お い
て も 参 考 と し 、 組 織 的 な 就 労 支 援 の 更 な る
充実を図られたい。  

 
 
 

備 前 ・ 美 作 県 民 局 に お い て も 、
備 中 局 の 事 例 を 参 考 と し な が ら 就
労 可 能 な 被 保 護 者 へ の 就 労 支 援 に
つ い て 組 織 的 な 検 討 を 行 い 、 必 要
な支援を進めていくこととした。  

エ  保護廃止後の資産処分のモニタリングについて                            
 
保 護 廃止 後の 資産 処分 の モニ タリ ング につ い

て                 （意見）  
保 護 申 請 の 時 点 で 資 力 を 有 し て い る に も

関 わ ら ず 、 急 迫 の 事 由 が あ る 事 に よ り 保 護
を 開 始 し た 時 は 、 そ の 後 受 け 取 っ た 保 護 費
を 速 や か に 返 還 し な け れ ば な ら な い こ と に
な っ て い る 。 こ れ に よ り 、 費 用 返 還 義 務 の
あ る 被 保 護 者 が 、 返 還 し な い ま ま 保 護 廃 止
と な っ た 場 合 、 保 護 廃 止 と な っ た 者 に 対 し
て は 調 査 権 限 が な い た め 、 原 則 と し て そ の
後 の 調 査 や モ ニ タ リ ン グ 等 は 行 わ れ て い な
い 。 金 融 機 関 へ の 照 会 等 を 実 施 す る こ と は
困 難 で は あ る が 、 不 動 産 で あ れ ば 定 期 的 に
法 務 局 へ の 登 記 確 認 を 行 う 等 、 該 当 者 に つ
い て は 可 能 な 範 囲 で 、 そ の 後 の 収 入 状 況 を
モ ニ タ リ ン グ し て い く こ と が 必 要 で あ る と
考える。  

 
 
 

該 当 案 件 が あ る 場 合 に は 、 登 記
簿 を 確 認 す る な ど 必 要 な 調 査 を 行
うこととした。  

オ  レセプト内容のチェックについて                             
 

 レセプト内容のチェックについて  （意見）  
 

医 療 扶 助 、 介 護 扶 助 （ 現 物 給 付 ） に つ い
て は 、 本 庁 （ 障 害 福 祉 課 ） に て レ セ プ ト 請
求 に 基 づ く 支 払 が 行 わ れ る 。 レ セ プ ト の チ
ェ ッ ク は 、 被 保 護 者 に 対 し て 適 切 な 指 導 ・
助 言 を 行 う 観 点 か ら 有 用 で あ り 、 医 療 扶
助 、 介 護 扶 助 の 不 正 受 給 の 防 止 に も 効 果 的
と考える。  

レ セ プ ト チ ェ ッ ク を よ り 効 果 的 ・ 効 率 的
に 運 用 す る た め 、 「 医 療 扶 助 適 正 化 に 関 す
る 電 子 レ セ プ ト 活 用 マ ニ ュ ア ル 」 の 内 容 も
踏 ま え 、 チ ェ ッ ク 頻 度 や 抽 出 条 件 等 、 一 定
の 運 用 ル ー ル を 策 定 す る 必 要 が あ る 。 ま
た 、 運 用 ル ー ル の 策 定 に 当 た っ て は 、 本 庁
に て 一 括 し て 抽 出 ・ 分 析 等 を 行 っ た 方 が 効
果 的 と な る ケ ー ス 等 も 想 定 さ れ る た め 、 本
庁と県民局の協議の上、検討されたい。  

 
 
 

本 庁 で は 、 資 格 審 査 の 他 、 ３ か
月 ご と に 全 レ セ プ ト に つ い て 、 診
療 や 調 剤 の 内 容 を 単 月 あ る い は 縦
覧 に よ り 、 点 検 審 査 し て お り 、 こ
う し た 請 求 内 容 に 関 す る 点 検 を 引
き続き実施する。  

県 民 局 に お い て は 、 「 医 療 扶 助
適 正 化 に 関 す る 電 子 レ セ プ ト 活 用
マ ニ ュ ア ル 」 を 参 考 に し な が ら 、
頻 回 受 診 や 重 複 受 診 な ど の 事 案 を
抽 出 し 、 内 容 を 検 討 し 、 必 要 な 指
導 を 行 う こ と に よ り 、 適 正 な 医 療
扶 助 の 実 施 を 図 っ て い く こ と と し
た。  

２  未収金に関する事項                               
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(1) 生活保護費返還金 

 
（ア）返還金滞納の督促及び催告の未実施  

（指摘事項）  
生 活 保 護 費 は 原 則 と し て 月 単 位 で 計 算 さ

れ 、 月 の は じ め に 前 渡 し す る が 、 労 働 に よ
り 得 た 収 入 の 増 加 や 臨 時 的 な 収 入 が あ っ た
と き な ど 、 保 護 費 を 過 大 に 支 払 っ た 場 合
に 、 徴 収 を 行 う も の が 、 生 活 保 護 費 返 還 金
である。  

平成 24 年度に実施された生活保護費返還
金 の 不 納 欠 損 状 況 を 確 認 し た 結 果 、 生 活 保
護 費 返 還 金 に つ い て 、 督 促 等 の 納 付 指 導 を
実施した形跡が認められずに発生日後 5 年
の 時 効 経 過 に よ り 全 額 不 納 欠 損 と な っ て い
る 事 例 が あ っ た 。 全 て の 返 還 金 に つ い て 、
県 の 債 権 管 理 マ ニ ュ ア ル に 基 づ い た 債 権 管
理 を 行 い 、 回 収 努 力 を 行 う べ き で あ り 、 そ
の 経 過 に つ い て は 、 適 切 に 記 録 し て お く べ
きである。  

 
 
 

関 係 法 令 や 県 の 債 権 管 理 マ ニ ュ
ア ル に 基 づ き 、 適 切 な 債 権 管 理 を
行 い 、 回 収 に 向 け た 一 層 の 努 力 を
行 う こ と 、 ま た 、 そ の 経 過 に つ い
ては記録をすることを徹底した。  

 
（イ）就労支援の積極的な取組について  

（意見）  
課 税 調 査 等 に よ り 就 労 収 入 が 認 め ら れ た

場 合 、 就 労 能 力 が あ る こ と が 十 分 に 考 え ら
れ る が 、 そ の 後 の 就 労 の な い 事 例 が あ っ
た 。 就 労 可 能 な 状 況 で あ る と 判 断 さ れ る よ
う な 場 合 は 、 よ り 積 極 的 に 就 労 支 援 や 指 導
等を実施されたい。  

 
 
 

当 該 事 例 に か か わ ら ず 、 就 労 可
能 な 状 態 で あ る と 判 断 さ れ る 場 合
に は 、 組 織 的 に 就 労 の 支 援 を 行 っ
ている。  

 
（ ウ） 収入 の申 告・届 出の 指導 指示 の強化 につ

いて              （意見）  
 

課 税 調 査 等 に よ り 返 還 金 が 発 生 し た 場
合 、 徴 収 額 決 定 時 に は 既 に 回 収 が 困 難 に な
っ て い る 場 合 も 多 く 、 収 入 の 申 告 ・ 届 出 の
指導指示が重要である。  

ま た 、 ケ ー ス ワ ー カ ー の 活 動 実 態 が ケ ー
ス 記 録 回 覧 を 契 機 と し な け れ ば 上 席 者 に 把
握 さ れ て い な い と い う 実 態 か ら も 、 受 給 者
か ら 定 期 的 に 収 入 申 告 書 を 徴 取 し 、 収 入 状
況 に 変 動 が な く と も 、 そ の 旨 の 記 録 を 逐 次
回 覧 す る な ど す る こ と で 双 方 の 問 題 点 を 同
時 に 解 決 す る こ と も 可 能 と 思 わ れ る の で 検
討されたい。  

自 ら 収 入 の 申 告 や 届 出 に よ る 場 合 と 異 な
り 、 生 活 保 護 支 給 後 に 課 税 調 査 等 に よ り 判
明し、法第 78 条の適用になった場合には保
護 に 要 し た 費 用 の 全 て が 徴 収 額 と な り 、 ま
た、平成 26 年度からの法改正では、不正受
給による生活保護法第 78 条の適用を受けた
場 合 は 、 罰 則 の 引 き 上 げ や 返 還 金 に 上 乗 せ
し て 徴 収 で き る よ う に な る と と も に 、 不 正
受 給 に 係 る 返 還 金 を 保 護 費 と 相 殺 可 能 と も
な り 、 被 保 護 者 の 生 活 に と っ て 重 大 な 影 響
が あ る た め 、 取 扱 い の 相 違 点 を 被 保 護 者 に
十分説明する必要がある。  

 
 
 
 

収 入 申 告 書 を 徴 取 し た と き は 、
収 入 に 変 動 が な い 場 合 で も 、 そ の
記録を回覧することとしている。  

ま た 、 収 入 申 告 書 の 提 出 や そ の
必 要 性 、 法 第 78条 の 取 扱 い が 変 更
に な る こ と に つ い て は 訪 問 時 や 保
護 の し お り な ど に よ り 引 き 続 き 説
明 し 周 知 を 図 っ て い く こ と と し て
いる。  
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